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序

579 

巴
萄
の
地
が
、
秦
の
支
配
下
に
入
り
お
中
原
を
中
心
と
し
た
歴
史
の
展
開
の
中
に
く
み
込
ま
れ
て
い
く
の
は
、
紀
元
前
回
世
紀
も
末
の
こ
ろ
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我
々
は
書
経
・
春
秋
左
氏
停
な
ど
の
経
書
類
に
断
片
的
に
見
ら
れ

る
、
開
連
記
事
を
利
用
す
る
か
、
或
い
は
紀
元
回
世
紀
の
中
葉
に
編
纂
さ
れ
た
「
華
陽
園
士
山
」
に
よ
る
し
か
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
地
下

か
ら
設
掘
さ
れ
た
考
古
拳
的
遺
物
・
遺
跡
に
よ
ら
、ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
巴
萄
の
考
古
泉
的
遺
物
遺
跡
に
射
し
て
も
、
従
来
こ
れ
を
系
統
的

で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
以
前
の
古
代
巴
萄
史
を
再
構
成
す
る
た
め
に
は
、

に
整
理
し
、
或
い
は
編
年
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
私
の
知
見
す
る
所
で
は
、

ω
Z岳
g
E
ω
N巾
nydgHHuw(HC可
-
。
担
問
ロ
ゲ
同
日
門
芯
目
己
巳
4
2
m
-
G
H
U
2
m
m
)

(ur伽
ロ
∞
吋
hvr.ロロ
Z

〉吋
nr白
mo-omFn白
戸

一
書
の
み
で
あ
る
。
こ
の
書
は
四
つ
の
部
分
よ
り
な
る
が
、
そ
の

〉
2
7
2
0
-
o
m可

o
h
ω
N
m
n
r
d
gロ
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、

〉・
0
・
巴
0
0

に
至
る
約
七
千
年
間
を
四
川
省
護
掘
の
遺
跡
、
遺
物
に
よ
り
編
年
を
行
っ
て
い
る
。

。
rHOロ
o
-
o
a
g
ω
N
m
n
r
d『
同
ロ
〈
〉
E
E
C
-
q
-
Z
0・∞
C
F
oロ仏
o
p
巴
町
・
=
で
す
で
に
護
表
し
た
も
の
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
。

H
M
釦

吋

同

】

が
司
同
四

r
u
g江
口

ま
た
同
三
円
。
仏
ロ
ntoロ
の
部
分
に

8
0
0
回
・
。
・
よ
り

」
の
編
年
は

氏、が
E

〉
R
r
s
o
-
o
m
F
S
-

郷
氏
が

〉ロ昨日

Ac-q
誌
上
に
裁
せ
ら
れ
た
論
文
は
、
水
野
清
一
氏
に
よ
っ
て
我
が
園
に
紹
介
さ
れ
、
「
東

E
考
古
皐
の
護
達
」

四
八
。
頁
二
四

O
J二
四
五
〉
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
奮
は
勿
論
、
中
華
人
民
共
和
園
成
立
以
後
の
新
し
い
材
料
は
使
っ
て
い
な
い

①
 

し
、
一
九
四
九
年
以
前
の
出
土
資
料
も
、
鄭
氏
自
身
が
護
掘
調
査
さ
れ
た
も
の
は
非
常
に
少
い
。
氏
は
ダ
イ
・
グ
ラ
ハ
ム
・
ネ
ル
ソ
ン
紘
一
寸
の
諸

氏
が
牧
集
さ
れ
た
遺
物
に
依
援
し
、
遺
物
そ
の
も
の
は
寅
見
さ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
の
出
土
扶
況
な
ど
客
観
的
デ
ー
タ
ー
が
不
充
分
な
材
料
を
、

そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
不
確
貫
さ
を
伴
っ
て
い
る
。

か
く
の
如
く
、
巴
萄
古
代
史
の
再
構
成
は
、
史
料
的
に
孔
て
甚
だ
困
難
な
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
以
下
の
論
述
も
、
推
論
と
誤
解
に
充
ち
た

も
の
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
と
取
組
ん
で
み
た
い
。

(
大
八
洲
出
版
、

九

-36ー

地
理
的
範
圏

私
が
以
下
に
扱
う
地
域
、
四
川
と
記
し
、
或
は
巴
萄
と
呼
ぶ
地
域
は
、
現
在
の
四
川
省
東
部
の
盆
地
(
リ
ヒ
ト
ホ
l
フ
占
ン
の
言
っ
た

H
W
O
神
宮
出
咽

nwg〉
を
指
す
も
の
で
西
部
の
高
原
ハ
蓄
西
康
省
〉
を
含
ま
な
い
と
理
解
し
て
頂
き
た
い
。

こ
の
西
部
高
原
は
漢
民
族
を
中
心
と



し
た
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
い
か
な
る
時
代
に
お
い
て
も
、
重
要
な
舞
蓋
を
提
供
し
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
研
究
は

少
数
民
族
史
の
専
門
家
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
言
葉
を
嬰
え
て
繰
返
す
な
ら
ば
、
耳
陳
山
眠
、
大
涼
山
眠
、
大
婁
山
脈
、
亙
山
山
眠
、

大
巴
山
脈
の
諸
山
脈
に
よ
っ
て
取
り
か

F

こ
ま
れ
た
地
域
を
考
察
の
劉
象
と
し
て
い
き
た
い
。

，. ':-: 

さ
て
こ
の
地
域
、

一
口
に
巴
萄
と
い
う
が
、

西
の
部
分
が
萄
で
あ
り
、

東
が
巴
で
あ
っ
て
、

か
な
り
樹
立
し
た
地
域
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る

f
そ
の
原
因
と
し
て
は
長
江
の
本
流
を
除
い
て
、
こ
の
地
域
の
河
川
の
大
部
分
が
北
か
ら
南
に
流
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
し
得
る
よ
う

に
、
自
然
的
保
件
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
住
民
の
民
族
系
統
も
遣
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
西
か
ら
順
次
こ
の
地
域
の
河
川
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
古
代
に
お
い
て
こ
の
地
域
の
交
通
、

も
、
こ
の
河
川
沿
い
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
公
算
が
大
き
い
し
、
ま
た
こ
れ
ら
諸
河
川
を
分
つ
山
地
が
巴
と
萄
の
劉
立
と
い
っ
た
こ
と
を
生
み

何
故
な
ら
、

従
っ
て
文
化
の
停
播

出
す
原
因
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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四
川
省
東
部
盆
地
の
い
ち
ば
ん
西
を
流
れ
る
川
は
、
眠
江
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
尚
書
百
円
貢
に
、

眠
山
導
江

と
見
え
る
江
が
こ
れ
に
嘗
り
、
古
く
か
ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
る
と
と
も
に
、
清
朝
の
末
ま
で
、
長
江
の
本
流
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
眠

眠
山
山
系
の

南

斜

面

か

ら

流

れ

出

て

、

成

都

卒

原

を

潤

江
は
四
川
省
の
西
北
、

松
潜
・
茂
・
濯
の
諸
鯨
を
す
ぎ
て
、

多
く
の
分
流
を
な
し
、

し
、
や
が
て
彰
山
附
近
で
再
び
一
本
の
流
れ
と
な
り
、
築
山
を
過
ぎ
宜
賓
に
お
い
て
長
江
本
流
に
入
る
。

こ
の
眠
江
に
柴
山
に
お
い
て
西
方
か
ら
流
れ
込
む
の
が
、
大
渡
河
で
あ
る
。
大
渡
河
は
古
く
は
減
水
・
減
水
・
沫
水
な
ど
と
呼
ば
れ
た
も
の

で
あ
り
、
水
鰹
注
に
は
沫
水
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
眠
山
の
西
南
に
震
源
し
、
石
棉
ま
で
南
流
し
て
、
こ
こ
か
ら
東
に
向
っ
て
眠
江
に
合
流

す
る
が
、
上
流
は
大
金
川
と
呼
ば
れ
、
小
金
川
を
合
わ
せ
て
大
渡
河
と
な
り
、
さ
ら
に
育
衣
水
を
合
わ
せ
る
わ
け
で
あ
る
。
主
円
衣
水
は
雅
江
と

も
呼
ば
れ
、
雅
州
に
源
を
渡
し
、
蛾
眉
山
よ
り
の
諸
渓
流
を
合
わ
せ
て
大
渡
河
に
入
る
。
そ
の
水
は
名
の
如
く
青
色
を
帯
び
た
清
流
で
あ
る
と

581 

い
う
。
青
衣
水
の
名
も
水
鰹
注
に
見
え
、
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青
衣
水
出
青
衣
服
西
、
:
:
:
鯨
故
青
衣
尭
園
也
、

と
あ
り
、
古
来
尭
族
の
活
動
す
る
所
で
、
尭
族
の
侵
入
路
と
し
て
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

眠
江
の
東
に
あ
る
の
が
浩
江
で
あ
る
。
治
江
は
綿
竹
豚
西
北
の
紫
石
山
に
護
す
る
も
の
を
本
流
と
し
、
徳
陽
を
経
て
眠
江
よ
り
の
一
分
流
を

合
わ
せ
、
簡
陽
、
資
陽
、
資
中
、
内
江
、
富
順
を
へ
て
、
富
順
に
お
い
て
策
渓
ハ
中
渓
河
)
を
合
わ
せ
、
さ
ら
に
思
済
河
(
涯
水
〉
を
合
わ
せ

て
、
溢
に
お
い
て
長
江
本
流
に
入
る
。
書
経
属
貢
に

治
漕
既
道

と
あ
る
の
が
、
こ
の
治
江
を
さ
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
重
慶
に
お
い
て
長
江
に
北
か
ら
流
れ
込
む
の
が
嘉
陵
江
で
あ
る
。
こ
の
川
は
合
川
に
お
い
て
西
か
ら
の
浩
江
、
東
か
ら
の
渠
江
を
合

わ
せ
る
の
で
、
嘉
陵
江
の
西
側
の
支
流
で
あ
る
浩
江
か
ら
述
べ
る
。

浩
江
は
四
川
省
松
潜
の
東
北
に
護
す
る
か
ら
、
眠
、
江
と
水
源
に
お
い
て
近
よ
っ
て
い
る
が
、
眠
江
と
浩
江
の
水
系
を
分
け
る
の
は
、
眠
山
々

系
の
一
で
あ
る
鹿
頭
山
厭
で
あ
る
。
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さ
て
浩
江
は
綿
陽
、
三
台
を
過
ぎ
、
射
洪
附
近
に
て
梓
澄
河
を
合
わ
せ
、
遼
寧
を
鰹
て
合
川
に
い
た
る
。

上
流
は
二
つ
に
大
き
く
分
れ
る
。

嘉
陵
江
の
本
流
は
創
門
山
服
に
よ
っ
て
、

ぃ
、
眠
山
に
渡
し
て
東
南
流
し
て
く
る
。
一
方
快
西
省
鳳
麻
に
源
流
す
る
西
漢
水
は
略
陽
を
鰹
て
、
昭
化
に
於
い
て
白
龍
江
と
合
し
、
問
中
、

南
充
を
経
て
、
合
川
に
お
レ
て
浩
江
と
渠
江
を
合
わ
せ
重
慶
に
い
た
る
。
間
水
、
漁
水
と
も
呼
ば
れ
、
四
川
省
東
部
の
中
央
を
流
れ
る
大
河
で

洛
江
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、

西
側
の
も
の
は
白
穏
江
と
言

あ
る
。渠

江
は
巴
山
山
脈
以
南
の
水
を
集
め
た
も
の
で
、
上
流
は
ま
ず
大
き
く
巴
水
・
渠
水
の
二
つ
に
分
れ
る
。
巴
水
は
さ
ら
に
東
河
・
西
河
に
分

れ
る
。
東
河
は
大
巴
山
盤
龍
嶺
の
東
に
裂
し
、
西
河
は
大
巴
山
に
出
て
通
江
を
経
て
、
南
江
は
合
す
る
。
さ
ら
に
s

巴
水
は
江
口
で
南
江
と
合
す

こ
の
南
江
は
南
江
蘇
東
北
に
裂
し
、
巴
中
を
樫
て
江
口
に
い
た
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
渠
水
は
前
江
・
中
在
・
後
江
の
三
流
に
分
れ
る

る



が
、
前
江
は
快
西
省
界
の
金
城
山
に
、
中
江
は
白
支
山
に
、
後
江
は
星
子
山
に
と
、
い
ず
れ
も
高
源
懸
近
く
に
裂
し
、
宣
漢
附
近
で
三
流
は
合

し
、
さ
ら
に
三
涯
で
巴
水
と
合
流
し
て
、
合
川
に
い
た
る
。

以
上
四
川
省
東
部
を
南
流
じ
て
長
江
に
注
ぐ
支
流
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
.れ
に
劃
し
て
南
か
ら
北
流
し
て
長
江
に
注
ぐ
も
の
、
例
え
ば
斡
江

の
如
き
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
燭
れ
な
い
。
四
川
省
に
お
い
て
は
、
東
部
・
西
部
を
問
わ
ず
、
西
よ
り
東
に
流
れ
る
川
は
長
江
し
か
な
く
、
長

江
に
よ
っ
て
の
み
こ
れ
ら
の
南
北
に
流
れ
る
川
は
結
ぼ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
南
北
に
卒
行
す
る
川
を
結
ぶ
陸
路

も
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
事
に
も
燭
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

つ
ね
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
ハ
円
、
北
の
快
西
省
漢
中
地
域
、
同
商
の
雲
南
省
、
同
東

き
て
古
代
の
巴
萄
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、

の
湖
北
省
西
部
山
岳
地
域
で
あ
り
、
そ
の
他
伺
湖
南
省
、
伺
貴
州
省
の
各
地
域
の
一
部
も
入
っ
て
こ
よ
う
。
特
に
ハ
円
J
H開
は
重
要
で
あ
る
。

付
快
西
省
漢
中
地
域
は
、
い
ま
で
こ
そ
快
西
・
四
川
と
二
つ
の
異
っ
た
行
政
匿
董
に
入
り
、
全
く
別
の
地
域
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
元
来
は
巴
萄
と
漢
中
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
す
地
域
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
た
。

漢
中
は
秦
嶺
山
脈
と
巴
山
山
脈
の
間
に
あ
る
盆
地
で
、
漢
水
が
こ
の
盆
地
を
東
か
ら
西
に
と
流
れ
て
い
る
。
こ
の
川
は
快
西
省
の
南
西
幡
家

山
に
源
を
護
し
て
、
上
流
で
は
渓
水
と
呼
ば
れ
、
汚
回
開
を
過
ぎ
て
か
ら
は
河
水
と
稽
さ
れ
、
湖
北
省
漢
口
に
お
い
て
長
江
に
合
流
す
る
。

漢
の
武
帝
の
時
、
十
三
部
刺
史
が
設
け
ら
れ
る
と
、
漢
中
は
巴
・
萄
ら
と
と
も
に
盆
州
部
に
入
れ
ら
れ
て
、
後
漢
も
そ
れ
を
受
け
つ
い
で
い
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る
。
晋
に
な
る
と
、
漢
中
は
巴
と
と
も
に
梁
州
に
入
り
、
局
は
盆
州
に
入
る
o

j常
藤
の
筆
陽
園
志
も
嘗
然
こ
の
区
分
を
襲
っ
て
お
り
、
巻
一
に

巴
士
山
、
巻
二
に
漢
中
志
、
そ
し
て
各
三
に
萄
志
を
配
し
て
い
る
。

唐
に
な
っ
て
も
、
漢
中
は
巴
と
と
も
に
山
南
西
遵
に
入
り
、
萄
は
創
南
道
に
匡
分
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
漢
代
ま
で
の
巴
の
一
部
は
剣
南
道
に

属
し
て
い
た
。
宋
代
に
入
る
と
、
漢
市
を
含
む
利
州
路
は
嘉
陵
証
流
域
を
も
そ
の
中
に
含
ん
で
、
成
都
府
路
、
(
盆
州
路
)
澄
川
府
路
(
梓
州
路
〉
、
要

州
路
と
並
ん
で
、
川
峡
四
路
と
呼
ば
れ
、
結
局
こ
れ
を
省
略
し
て
四
川
の
名
に
な
っ
た
こ
と
、
日
知
録
巻
三
十
「
四
川
」
に
言
う
如
く
で
あ
る
。

元
代
に
漢
中
は
挟
西
等
昆
行
中
書
省
の
領
域
に
入
り
、
漢
中
の
地
と
巴
窃
の
地
は
行
政
的

、に
全
く
分
離
し
て
し
ま
っ
た
の
で
為
る
。

S83 
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こ
の
よ
う
に
元
代
ま
で
漠
中
と
巴
萄
は
行
政
臣
分
の
上
か
ら
同
じ
地
域
に
配
さ
れ
て
い
た
。

ω雲
南
省
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、
漢
代
に
は
盆
州
郡
と
し
て
、
漢
中
・
巴
萄
と
同
じ
盆
州
部
内
に
あ
っ
た
。
菅
代
に

は
寧
州
と
な
っ
た
が
、
常
藤
は
巻
四
に
南
中
(
寧
州
〉
志
を
置
い
て
、
巻
三
の
萄
士
山
に
つ
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
は
漢
代
の
西
南
夷
の
地
で
、
中

園
の
王
朝
の
支
配
下
に
入
っ
て
か
ら
も
非
漢
民
族
の
活
躍
す
る
所
で
あ
っ
た
。

伺
湖
北
省
の
西
部
山
岳
地
帯
。
即
ち
長
江
が
三
峡
の
険
を
通
っ
て
、
湖
北
卒
原
に
至
る
ま
で
の
間
も
、
古
代
の
巴
の
文
化
と
非
常
に
関
係
が

深
か
っ
た
よ
う
で
、

後
漢
書
南
鐙
俸
に
は
、
巴
郡
南
郡
鐙
の
存
在
が
停
え
ら
れ
て
い
る
が
、

る
。
ま
た
新
石
器
時
代
の
遺
跡
の
分
布
も
、
こ
の
南
地
域
の
一
睡
性
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。

南
郡
は
湖
北
省
の
西
部
に
設
け
ら
れ
た
郡
で
あ

@
 

最
後
に
貴
州
省
は
西
南
夷
の
住
地
と
し
て
、
湖
南
省
は
後
漢
書
南
鐙
俸
に
見
え
る
い
く
つ
か
の
民
族
の
活
動
す
る
舞
蓋
と
し
て
、
巴
萄
と
の

@
 

連
闘
を
抜
き
に
し
て
考
え
ら
れ
ぬ
地
域
で
あ
る
。

華
陽
園
志
と
萄
玉
木
紀
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四
川
の
古
代
史
を
文
献
上
か
ら
再
構
成
す
る
に
は
、
序
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
華
陽
園
志
に
依
る
よ
り
ほ
か
な
い
。
華
陽
園
志
は
四
世
紀
の

@
 

な
か
ば
に
、
常
藤
が
そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
て
い
た
多
く
の
資
料
を
利
用
し
て
、
著
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
古
代
の
部
分
は
か
な
り
整
理
さ

四
川
の
中
原
に
劃
す
る
劉
抗
意
識
が

れ
、
そ
れ
な
り
に
合
理
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
た
合
理
化
、
整
頓
化
の
過
程
の
中
に
は
、

強
く
働
い
て
い
た
。

周
失
綱
紀
、
萄
先
稽
玉
、

と
台、

七
圏
構
玉
、
杜
字
稽
帝
、

と
い
っ
た
記
事
が
こ
れ
を
物
語
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
記
事
が
牽
陽
園
志
に
あ
る
と
い
っ
て
、

た
だ
ち
に
萄
が
王
を
稽
し
た
の
は
東
周
の
初



期
で
あ
り
、
杜
字
が
帝
を
稽
し
た
の
は
、
戦
圏
の
始
と
一
致
す
る
と
し
て
、
そ
の
年
代
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
う
。

き
て
筆
陽
園
志
が
材
料
と
し
た
も
の
の
中
、
清
朝
の
拳
者
に
よ
っ
て
侠
文
が
集
め
ら
れ
た
書
に
、
揚
雄
萄
王
本
紀
が
あ
る
。
い
ま
巌
可
均
編

の
「
全
上
古
秦
漢
三
園
六
朝
文
」
の
全
漢
文
巻
五
三
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
揚
雄
萄
王
本
紀
は
、
前
漢
書
の
揚
雄
停
や
、
同
じ
く
華
文
志
に
そ
の
名
が
見
え
ぬ
所
か
ら
、
揚
雄
の
作
で
は
な
く
、
彼
に
偲
託
し
た
も

一
陸
揚
雄
は
萄
郡
の
人
で
あ
り
、
そ
の
作
品
の
中
に
「
方
言
」

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
い
つ
の
こ
ろ
に
、
こ
の
書
が
作
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
考
え
る
こ
と
が
で
き

の
と
さ
れ
て
い
る
。

「
萄
都
賦
」
な
ど
が
あ
る
た
め
、
萄
王
本
紀
も
彼
に
偲
託

な
い
。
し
か
し
揚
雄
の
時
代
、
す
な
わ
ち
南
漢
交
替
期
を
温
、
ぎ
る
こ
と
そ
う
遠
く
な
い
と
し
て
、
あ
ま
り
見
嘗
外
れ
に
は
な
る
ま
い
。

さ
て
照
明
王
本
紀
は
今
も
述
べ
た
よ
う
に
、
清
朝
の
撃
者
に
よ
っ
て
侠
文
が
、
主
と
し
て
類
書
か
ら
集
め
ら
れ
て
残
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い

が
、
筆
陽
園
志
に
較
べ
る
と
、
未
整
理
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
後
世
の
人
の
手
が
あ
ま
り
入

っ
て
い
な
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
だ
け
も
と
の
俸
承
に
近
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
私
は
以
下
こ
の
二
つ
の
資
料
を
使
っ
て
、
秦
が
巴
目
別
を
支
配
下
に
入

れ
る
ま
で
の
巴
萄
の
古
代
史
を
再
構
成
し
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
、
萄
王
本
紀
の
侠
文
の
中
の
闘
蓮
記
事
を
、
巌
可
均
の
編
纂
し
た
順
に

従
っ
て
、
次
に
列
拳
す
る
。
な
お
数
字
は
私
が
便
宜
の
た
め
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
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局
之
先
稿
王
者
有
輩
叢
柏
謹
魚
宛
案
文
選
萄
郡
一
賦
劉
注
引
下
有
蒲
穆
ご
字
開
明
是
時
人
萌
椎
嘗
左
在
不
暁
文
字
未
有
膿
祭
従
開
明
日
上
至
輩

ハ
円叢

積
三
高
四
千
歳
文
選
萄
都
賦
劉
注
貌
都
賦
劉
注
王
元
長
三
月
三
日
曲
水
詩
序
注
御
覧
一
百
六
十
六
案
御
覧
引
作
凡
四
千
歳

。
萄
王
之
先
名
輩
叢
後
代
名
目
柏
穫
後
者
名
魚
亮
案
初
接
記
八
恋
文
類
E
R

六
御
覧
一
百
六
十
六
引
作
次
回
伯
薙
叉
次
回
魚
売
此
三
代
各
敷
百
歳
皆
神
化

不
死
其
民
亦
頗
随
王
化
去
魚
奥
田
子
揃
山
得
仙
今
廟
紀
之
子
潮
時
萄
民
稀
少
御
覧
一
百
六
十
六
叉
九
百
一
十
三

伺
後
有
一
男
子
名
目
杜
字
築
史
記
三
代
世
表
雪
隠
引
作
朱
提
有
男
子
社
字
従
天
堕
止
朱
提
有
一
女
子
名
利
従
江
源
井
中
出
魚
杜
字
妻
乃
自
立
魚
萄

王
競
目
撃
帝
案
御
覧
一
百
六
十
六
引
下
有
移
居
邦
邑
四
字
治
改
山
下
邑
日
都
化
民
往
往
復
出
文
選
思
玄
賦
注
御
覚
一
百
六
十
六
叉
八
百
八
十
八

墓
帝
積
百
徐
歳
剤
有
一
人
名
篭
霊
案
後
漢
書
注
文
選
注
引
作
隆
令
其
戸
亡
去
剤
人
求
之
不
得
篭
霊
戸
障
江
水
上
至
都
建
活
輿
墓
帝
相
見
墓

585 
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帝
以
鑑
霊
信
用
相
時
玉
山
出
水
若
尭
之
洪
水
草
帝
不
能
治
使
竃
霊
決
玉
山
民
得
安
慮
暗
霊
治
水
去
後
室
帝
輿
其
妻
通
漸
塊
自
以
徳
薄
不
如
艦

霊
乃
委
園
授
之
而
去
如
実
之
稗
舜
稲
盛
即
位
続
日
開
明
帝
帝
生
直
保
亦
続
開
明
後
漢
書
張
衡
傍
注
文
選
思
玄
賦
注
御
覧
八
百
八
十
八
叉
九
百
二
十
三
事
類

賦
注
六

国

墓
帝
去
時
子
鵠
鳴
故
萄
人
悲
子
卦
鳴
而
思
墓
帝
墓
帝
社
字
也
後
天
堕
御
覧
九
互
干
三

三
皇
と
萄

華
陽
園
士
山
萄
士
山
に
よ
る
と
、
萄
の
肇
圏
は
人
皇
の
時
に
あ
り
、
く
だ
っ
て
寅
帝
の
子
孫
が
こ
こ
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま

ま
信
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
文
萄
王
本
紀
に
は
人
皇
云
々
の
こ
と
は
見
え
て
い
な
い
。
さ
て
華
陽
園
志
は
次
の
よ
う
に
書
き
始
め
る
。

萄
之
矯
園
、
肇
於
人
皇
、
興
巴
同
園
、
至
黄
帝
、
魚
其
子
昌
意
、
安
易
山
氏
之
女
、
生
子
高
陽
、
是
魚
帝
春
、
封
其
支
庶
於
萄
、
世
鶏
侯

伯

- 42ー

い
っ
た
い
常
藤
が
人
皇
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
緯
書
に
よ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
奪
陽
園
志
巴
志
を
見
る
と
、

洛
書
目
、
人
皇
始
出
、
織
地
皇
之
後
、
兄
弟
九
人
、
分
理
九
州
震
九
圏
、
人
皇
居
中
州
、
制
八
輔
、
華
陽
之
壊
、
梁
眠
之
域
、

園
、
問
中
之
園
、
則
巴
萄
突
、
其
分
野
輿
鬼
東
井
、
其
君
上
世
未
聞
、
五
帝
以
来
、
黄
帝
高
陽
之
支
庶
、
世
震
侯
伯
、

是
其

と
記
し
て
い
る
。

こ
の
洛
書
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
慢
が
紳
怪
な
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
く
洛
書
は
洛
書
緯
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
洛
書
緯
に
は
「
洛
書
車
曜

度
」
、
「
洛
書
霊
准
聴
」
、
「
洛
書
摘
六
辞
」
、
「
洛
書
録
運
法
」
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
、
明
の
孫
毅
が
輯
め
た
侠
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
侠
文
に
常
醸
の
引
い
た
文
章
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
、
段
玉
裁
が
そ
の
読
文
解
字
注
「
闇
」
の
所
に
、
「
常
道
路

〈
浪
、
字
は
道
特
ぱ
引
洛
書
日
」
と
し
て
こ
の
文
章
の
一
部
を
引
く
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
段
玉
裁
が
華
湯
一
週
志
巴
志
か
ら
引
い
た

j

も
の
で
あ

り
、
段
玉
裁
は
も
ち
ろ
ん
帯
書
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。



と
こ
ろ
で
華
陽
園
志
が
引
い
た
洛
書
に
は
九
州
設
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
九
州
読
は
「
尚
書
」
百
円
貢
、
「
逸
周
書
」
職
方
氏
、
「
爾
雅
」
樟

③
 

地
、
「
目
氏
春
秋
」
な
ど
に
見
え
、
そ
の
何
れ
も
戦
園
末
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
分
野
設
も
述
べ
ら
れ
て
い
い
こ
の
分
野
設
は
「
准
南

子
」
天
文
訓
、

「
史
記
」
天
官
書
な
ど
に
、

東
井
輿
鬼
秦
也

と
台、

東
井
輿
鬼
礎
知
州

と
あ
る
の
に
一
致
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
も
う
一
つ
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
人
皇
の
こ
と
で
あ
る
。
人
皇
を
天
皇
・
地
皇
と
並
べ
て
三
皇
と
す
る
こ
と
は
、
や
は
り

緯
書
に
始
っ
た
こ
と
の
よ
う
で
、
「
春
秩
命
歴
序
」
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
漢
代
に
入
っ
て
か
ら
こ
う

@
 

し
た
考
え
方
が
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
く
に
前
漢
の
末
ご
ろ
、
天
皇

~
地
皇
・
人
皇
の
三
皇
読
が
さ
か
ん
に
稽
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

・
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
常
藤
の
引
い
た
洛
書
緯
は
前
漢
末
ご
ろ
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
前
漢
末
と
い
う
の
は
、

政
治
的
に
み
る
と
、
公
孫
述
の
大
成
闘
が
成
立
し
た
と
き
で
あ
っ
た
し
、
「
揚
雄
萄
玉
木
紀
」
と
稽
さ
れ
る
も
の
が
著
わ
さ
れ
、

，巴
萄
の
地
に

@
 

一
種
新
興
の
気
運
の
兆
し
始
め
た
時
に
も
あ
た

っ
て
い
る
。
巴
局
の
人
は
そ
の
肇
園
を
遠
く
人
皇
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
の
に
、
か
つ
こ
う

の
材
料
を
、
洛
書
緯
に
見
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
巴
萄
の
肇
園
は
人
皇
に
始
る
と
の
設
が
出
さ
れ
、
常
藤
も
そ
の
読
を
う
け
つ
い

で
、
華
陽
園
志
に
採
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四

五
帝
と
萄
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つ
ぎ
に
黄
帝
の
子
孫
が
巴
萄
に
封
、
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
黙
を
考
え
て
み
よ
う
。
責
帝
の
子
昌
意
が
萄
山
氏
の
女
を
要
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す

で
に
史
記
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
史
記
で
は
糞
帝
と
萄
山
氏
と
の
聞
に
生
れ
た
高
陽
は
帝
瑞
頭
と
な
っ
て
お
り
、
帝
馨
は
伺
じ

ノ - 43~ 
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責
帝
の
子
孫
で
は
あ
る
が
、
資
帝
の
子
玄
携
の
孫
|
|
責
帝
か
ら
言
え
ば
曾
孫
に
あ
た
る
高
辛
の
事
と
し
て
あ
る
。
華
陽
園
志
が
高
陽
を
以
て

帝
俸
と
す
る
の
は
、
誤
っ
た
も
の
か
、
或
は
そ
う
い
う
異
設
が
一
部
に
存
し
た
も
の
か
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
祖
先
を
黄
帝
に
求
め
る
こ
と
は
、
中
園
で
は
早
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
、
巴
局
だ
け
に
特
に
見
ら
れ
る

現
象
で
は
な
い
。
史
記
の
本
紀
や
世
家
を
見
れ
ば
、
春
秋
戦
園
の
諸
園
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
祖
先
を
賞
帝
と
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
、
巴
局
と
責

帝
の
結
び
つ
き
は
、
恐
ら
く
人
皇
に
巴
萄
を
結
び
つ
け
る
よ
り
早
く
、
戦
園
の
こ
ろ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
巴
志
に
引
く
洛
書
は
、

及
爵
治
水
、
命
州
巴
萄
以
属
梁
州
、
馬
要
於
塗
山
、
辛
壬
葵
甲
而
去
、
生
子
啓
、
服
孤
晴
、
不
及
親
、

時
、
今
江
州
塗
山
是
也
、
帝
百
円
之
廟
銘
存
駕
。
曾
諸
侯
於
舎
稽
、
執
玉
南
者
首
問
圏
、
巴
萄
往
駕
、

と
、
百
円
が
塗
山
に
喪
っ
て
子
啓
を
も
う
け
た
話
、
こ
の
塗
山
は
江
州
〈
今
の
重
度
)
の
塗
山
で
あ
る
こ
と
、

過
其
門
而
不
入
室
、

務
在
救

百
円
が
諸
侯
を
曾
稽
に
集
め
た
と
き
、
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巴
萄
も
之
れ
に
参
加
し
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
勿
論
こ
れ
を
も
っ
て
、
夏
の
時
代
に
巴
・
萄
二
園
が
存
在
し
て
い
た
と
レ
う
こ
と
に
は
な
ら
な

@
 

い
っ
た
い
百
円
が
諸
侯
を
曾
稽
に
集
め
た
と
レ
う
こ
と
は
、
史
記
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
尚
書
に
は
見
え
ず
、
呉
越
春
秩
・
越
組
書

な
ど
に
出
て
く
る
の
で
、
或
い
は
い
ま
の
新
江
地
方
に
生
れ
た
説
話
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
後
に
も
燭
れ
る
が
、
春
秩
左
氏
俸
に
は
、
百
円
が
諸

侯
を
曾
し
た
山
が
塗
山
に
な
っ
て
レ
る
。
(
哀
公
七
年
〉

つ
、
ぎ
に
商
問
、
が
塗
山
の
女
を
襲
り
、
結
婚
後
わ
ず
か
四
日
に
し
て
治
水
に
出
か
け
た
こ
と
は
、
向
書
昼
寝
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

予
創
若
時
、
妻
子
塗
山
、
辛
壬
葵
甲
、
啓
眠
眠
而
泣
、
予
弗
子
惟
荒
度
土
功
、

停
目
、
塗
山
圏
名
、
懲
丹
朱
之
悪
、
辛
日
要
妻
、
至
子
甲
目
、
復
往
治
水
、
不
以
私
書
公
、

そ
の
ほ
か
属
が
塗
山
の
女
を
要
る
こ
と
、
先
秦
の
書
と
し
て
は
自
民
春
秋
・
楚
僻
に
も
見
え
る
。

再
三
十
、
未
妻
、
行
到
塗
山
、
恐
時
之
暮
、
失
其
度
制
、
(
中
略
〉
因
襲
塗
山
、

(
呉
越
孝
秋
U



馬
行
功
。
見
塗
山
之
女
。
馬
未
之
、
遇
。
而
巡
省
南
土
。
塗
山
氏
之
女
。
乃
令
英
妾
候
扇
子
塗
山
之
陽
。

百
円
之
力
献
功
。
降
省
下
土
方
。
鷲
得
彼
金
山
女
o
t

市
通
之
子
台
桑
。
(
楚
僻
天
間
)

こ
こ
で
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
た
い
の
は
、
こ
の
塗
山
が
江
州
に
あ
る
と
い
う
俸
読
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
左
繍
聞
東
公
七
年
に

馬
合
諸
侯
於
塗
山
、
執
玉
南
者
蔦
圏
、

と
あ
り
、
杜
預
は

塗
山
在
需
春
東
北

と
注
し
た
。

(
呂
氏
春
秋

季
夏

音
初
〉

塗
山
と
い
ーう
山
は
、
こ
の
安
徽
省
の
塗
山
の
外
に
も
幾
つ
か
あ
り
、
重
慶
附
近
の
山
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
わ
け
だ

が
、
福
岡
の
塗
一
山
は
蕎
春
の
塗
山
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
蒋
廷
錫
の
「
備
書
地
理
今
樺
」
や
江
、氷
の
「
春
秋
地
理
考
貫
」
な
ど
働
然

り
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
塗
山
と
い
う
山
が
あ
れ
ば
必
、ず
福
岡
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で
、
漸
江
省
紹
興
豚
の
西
北
に
あ
る
塗
山
も
「
百
円

江
州
(
重
慶
〉
の
塗
山
も
亦
そ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
後
世
の
附
舎
と
す
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
ろ
う

そ
れ
以
後
、

カミ

こ
の
よ
る
に
考
え
る
の
は
馬
を
唯
一
人
の
人
物
(
或
は
紳
〉
と
し
た
場
合
で
、
中
圏
各
地
に
福
岡
或
は
そ
れ
に
似
た
属
性
を
持
つ
も
の
が
あ

っ
て
、
現
在
我
々
が
福
岡
と
呼
ん
で
い
る
の
は
そ
の
集
合
瞳
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
朕
況
は
少
し
違
っ
て
こ
よ
う
。
一
種
百
円
に
関
す
る
説
話

は
、
亮
・
舜
に
比
べ
て
、
南
方
の
も
の
が
多
い
。
今
問
題
に
す
る
経
書
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
呉
越
春
秩
・
越
紐
書
に
は
必
ず

⑪
 

馬
の
話
が
出
て
く
る
。
爵
は
蛇
龍
の
意
を
表
す
と
い
い
、
そ
の
こ
と
自
鐙
は
な
は
だ
南
方
的
で
あ
る
。
長
江
流
域
に
、
こ
う
し
た
水
神
の
信
仰
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が
萎
を
襲
っ
た
山
」
と
さ
れ
る
し
、

が
康
く
存
在
し
、
巴
萄
の
地
に
も
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
う
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

ま
た
洛
書
で
は
、
百
円
の
子
啓
が
江
州
の
塗
山
で
生
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
制
王
本
紀
や
臭
越
春
秋
で
は
、
盛
岡
が
萄
地
で
生
れ
た
こ
と

@
 

に
な
っ
て
お
り
、
華
陽
園
志
も
そ
の
読
を
取
っ
て
い
る
が
、
馬
の
石
紐
林
に
つ
い
て
は
先
人
に
論
考
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
鯛
れ
な

い
。
し
か
し
馬
と
啓
に
共
通
し
て
、
母
の
胎
を
切
り
ひ
ら
い
て
生
れ
た
話
、
啓
母
石
が
あ
る
こ
と
、
啓
の
名
が
聞
く
を
意
味
す
る
こ
と
に
注
意

9

@

 

回
一
す
る
と
、
の
ち
の
開
明
と
の
関
聯
が
考
え
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
巴
萄
の
土
着
文
化
に
基
づ
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
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と
を
併
せ
指
摘
し
て
、
以
下
馬
の
出
生
に
つ
い
て
の
原
文
を
示
す
に
止
め
る
。

局
本
校
山
郡
康
柔
鯨
人
、
生
子
石
紐
、
其
地
名
痢
見
畔
、
百
円
母
呑
珠
、
苧
百
円
訴
副
、
而
生
子
牒
、
塗
山
要
妻
。
生
子
、
名
啓
、
子
今
塗
山

有
馬
臨
刷
、
亦
鴛
其
母
立
廟
、
(
史
記
夏
本
紀
正
義
、
初
夢
記
、
太
卒
御
覧
等
引
萄
王
本
紀
)

民
父
係
者
、
帝
顕
頂
之
後
、
係
要
於
有
華
氏
之
女
、
名
目
女
嬉
、
年
社
未
輩
、
嬉
於
砥
山
、
得
惹
京
而
呑
之
、
意
若
篤
人
所
感
、
因
而
雄

字
、
剖
脅
而
産
高
密
、
家
於
西
莞
、
地
日
石
紐
、
石
紐
在
局
西
川
也
、
(
呉
越
春
秋
谷
六
)

庚
柔
。
夷
人
笹
其
地
方
百
里
、
不
敢
居
牧
、
有
過
逃
其
野
中
、
不
敢
迫
云
、

(
後
漢
書
地
理
志
集
解
引
華
陽
闘
士
山
〉

た
だ
こ
こ
で
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、

史
記
に
は
五
帝
本
紀
賞
帝
の
僚
に
、

「
某
山
の
女
」
或
は
「
降
居
某
水
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

媒
租
魚
資
帝
正
妃
、
生
二
子
、
其
後
皆
有
天
下
、
其
一
日
玄
嵩
、
是
震
青
陽
、
青
陽
降
居
江
水
。
其
二
日
昌
意
、
降
居
若
水
、
昌
意
要
萄

山
氏
女
。
日
昌
僕
、
生
高
陽
:
:
:

と
あ
る
。
正
義
は
括
地
志
を
引
い
て
、
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括
地
志
云
、
安
陽
故
城
、
在
議
州
新
恩
鯨
西
南
八
十
里
、
鹿
劫
云
、
古
江
園
也
、
地
理
志
亦
云
、
安
陽
古
江
園
也
、

と
云
う
が
、
司
馬
貞
索
隠
は、

江
水
若
水
皆
在
萄

と
、
江
水
・
若
水
を
萄
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
炎
帝
紳
農
に
つ
い
て
は

炎
帝
紳
農
母
目
、
佳
娘
、
有
婿
氏
女
名
登
、
少
典
妃
遊
肇
陽
、

一
一
一
一
五
引
帝
王
世
紀
〉

有
龍
首
感
之
、
生
紳
農
於
裳
羊
山
、

要
奔
水
氏
女
日
聴
訳
、

ハ
太
卒
御
覧

集
の
妃
に
つ
い
て
は



后
築
伐
眠
山
、
眠
山
女
子
築
二
人
日
班
、
日
談
、
ハ
太
卒
御
覧
豆
豆
引
竹
書
紀
年
〉

以
ド
ム
が
俸
読
上
の
皇
帝
或
は
妃
の
記
事
の
中
、
「
某
山
の
女
」
と
か
「
降
居
某
水
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
華
陽
園
志
に
は

武
都
有
一
ρ

丈
夫
、
化
震
女
子
、
美
而
鑑
、
蓋
山
精
也
、
萄
王
納
爵
妃
、

と
い
う
話
が
あ
り
、
局
王
本
紀
に
は
、
前
引
伺
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

〈四

一
頁
)

こ
れ
ら
の
話
に
、
さ
き
の
百
円
の
塗
山
が
江
州
に
あ
る
と
の
設
を
加
え
る
と
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
巴
萄
の
地
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
或
い
は
単
な
る
偶
然
に
過
ぎ
ぬ
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
私
は
こ
の
地
に
、
山
神
崇
拝
、
或
は
先
租
は
河
の
上
流
或
い
は
山
よ
り
降
っ
て

来
た
と
い
う
俸
承
が
贋
く
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
こ
の
場
合
、
降
居
と
い
う
の
は
、
史
記
の
司
馬
貞
索
憶
に
、

降
下
也
、
言
帝
子
篤
諸
侯
、
降
居
江
水
若
水
、
皆
在
局
、
部
所
封
園
也
、

と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
臣
籍
降
下
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
天
孫
降
臨
の
よ
う
に
、
神
の
降
下
と
い
う
意
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
こ
の
貼
で
は
、
萄
王
本
紀
が
よ
く
原
意
を
停
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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五

西
周
と
易

周
の
武
王
の
牧
野
の
戦
に
、
萄
も
そ
の
一
翼
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
尚
書
牧
誓
に
見
え
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
こ
と
で
あ
る
が
、
順
序
と

し
て
燭
れ
て
お
く
。

王
国
、
瑳
、
我
友
邦
家
君
、
御
事
司
徒
司
馬
苛
空
、
直
放
師
氏
、
千
夫
長
百
夫
長
、
及
庸
局
発
雰
微
直
彰
濃
人
、
稽
爾
充
、
比
爾
干
，、
立

爾
矛
、
予
其
菅
、

こ
れ
は
牧
誓
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
出
て
く
る
庸
以
下
濃
ま
で
ぬ
偽
孔
停
以
来
、
多
く
の
注
韓
家
に
よ
っ
て
、
巴
萄
漢
中
湖
北
西
部
に
あ

591 

っ
た
園
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば

八
園
皆
蟹
夷
戎
獄
属
文
王
者
(
停
)
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の
如
く
で
あ
る
。

萄
を
果
し
て
固
と
と
ら
え
て
よ
い
か
ど
う
か
、

園
と
す
れ
ば
華
陽
園
志
に
出
て
く
る
王
(
朝
〉
名
の
ど
れ
に
あ
て
る
か
な
ど

の
問
題
が
出
て
~こ
よ
う
。
し
か
し
、
股
周
の
頃
に
、
い
ま
の
成
都
附
近
に
萄
と
呼
ば
れ
る
圏
、
或
い
は
民
族
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
始
め
は

書
鰹
に
出
て
く
る
か
ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
か
ら
肯
定
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ま
で
は
種
々
の
面
か
ら
考
え
て
、
間
切
の
地
に
圏
あ
る
い
は
何
ら
か

の
杜
舎
集
園
の
存
し
て
い
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
断
言
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
経
書
及
び
そ
の
他
の
史
料
に
は
、
西
周
の
初
期
か
ら

約
七
世
紀
の
問
、
即
ち
秦
と
の
交
渉
が
は
じ
ま
る
ま
で
、
局
の
名
は
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
華
陽
園
志
は
、

有
周
之
世
。
限
以
秦
巴
、
難
奉
王
職
、
不
得
輿
春
秋
盟
曾
君
長
、
莫
同
書
軌
、

と
記
し
て
、
中
原
と
は
異
質
の
文
化
の
存
在
を
示
唆
し
、
中
原
の
文
化
圏
の
外
側
に
あ
っ
た
と
し
て
解
決
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
牧
誓
に
は
、
巴
の
名
は
見
え
な
い
。
し
か
し
牧
誓
に
出
て
く
る
八
つ
の
園
(
民
族
名
)
の
中
に
は
、

の
が
い
く
つ
か
指
摘
で
き
る
の
で
、
た
だ
巴
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
考
え
て
お
く
。

巴
の
地
に
存
在
し
て
い
た
も

洛
書
で
は
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周
武
王
伐
材
、

貫
得
巴
萄
之
師
、
著
乎
向
番
、
巴
師
勇
鏡
、
歌
舞
以
凌
、
股
人
前
徒
倒
党
、
故
世
稀
之
目
、
武
王
伐
材
、
前
歌
後
舞
也
、

と
い
う
が
、
こ
れ
は
牧
誓
の
記
事
と
、
漢
の
高
祖
の
時
の
「
巴
漁
舞
」
の
記
事
か
ら
、
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
レ
か
と
考
え
る
。
尚
書
牧

誓
に
は
、
前
引
叫
文
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
巴
の
名
は
見
え
て
い
な
い
。

し
か
し
春
秋
時
代
を
通
し
て
、
巴
の
名
は
春
秋
左
惇
な
ど
に
も
見
え
、

か
え
っ
て
巴
の
存
在
は
楚
と
の
交
渉
も
あ
り
局
よ
り
も
早
く
中
原
に

知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
巴
は
子
爵
姫
姓
の
園
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
果
や
晋
が
姫
姓
の
園
と
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
、
後
世

の
附
舎
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
章
で
は
、
華
陽
園
志
と
萄
王
本
紀
の
記
事
か
ら
、
萄
の
古
代
の
俸
承
を
考
え
て
み
た
い
。

華
陽
園
志
は
、
今
ま
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
巴
萄
の
古
代
史
を
非
常
に
手
ぎ
わ
よ
く
整
理
し
て
い
る
。
即
ち
最
初
に
洛
書
に
展
開
さ
れ
た
、

世
界
が
あ
り
、
つ
ぎ
に
「
周
失
綱
紀
」
と
い
う
事
件
が
あ
っ
て
「
局
に
先
づ
王
を
稽
し
た
」
輩
叢
・
柏
濯
・
魚
夷
そ
し
て
杜
字
と
つ
づ
く
一
系

列
の
王
朝
が
あ
り
、
杜
字
の
時
に
「
七
園
王
を
稽
し
、
杜
字
帝
を
稿
す
る
」
と
い
、う
ま
た
大
き
な
事
件
が
あ
っ
て
、
開
明
(
叢
帝
〉
、
車
帝
、
保

子
帝
、
そ
し
て
九
世
後
に
再
び
開
明
帝
と
連
る
第
二
の
系
列
を
な
す
王
朝
(
俵
り
に
萄
第
二
王
朝
と
呼
ぶ
)
が
あ
っ
て
、
秦
に
併
合
さ
れ
る
と
い

う
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
王
朝
と
第
二
王
朝
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
も
の
が
、
舜
l
百
円
に
行
わ
れ
た
と
同
じ
、
治
水
の
功
を
認
め
て
の

稗
譲
で
あ
る
。

し

か

し

前

に

も

述

べ

た

よ

う

に

、

「

七

圏

構

王

、

杜

字

続

帝

」

は

、

資

帝

を

自

己

の

祖

先

に

持

ち

出
し
、
或
い
は
稗
譲
局
開
設
の
存
在
を
誇
示
す
る
と
同
様
に
、
中
原
に
劃
す
る
自
等
心
か
ら
生
れ
た
も
の
で
、
こ
の
紀
年
が
明
ら
か
な
記
事
に
よ

っ
て
、
二
つ
の
王
朝
の
存
立
年
代
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
甚
だ
危
険
で
あ
ろ
う
。

「
周
失
紀
綱
、
萄
先
稽
王
」

一
方
局
王
本
紀
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

四
一
頁
の
文
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
震
叢
か
ら
始
る
第
一
王
朝
、
杜
字
の
時
代
、
開
明
か
ら
始
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る
第
二
王
朝
と
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。

そ
し
て
第
一
王
朝
か
ら
杜
字
へ
の
交
替
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
、
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
。
杜
宇
か

ら
開
明
へ
の
移
行
は
、
稗
譲
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
時
代
は
す
べ
て
明
ら
か
で
な
い
。
「
三
高
四
千
年
」
と
か
「
各

と
か
と
い

っ
た

。

恰

も

我

園

の

紳

武

よ

り

崇

一

神

に

至

る

人

皇

十

代

の

如

く

で

四
千
年
」

漠
然
と
し
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

あ
る
。し

か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
秦
に
よ
る
巴
萄
征
服
が
な
さ
れ
た
時
に
は
、
萄
王
朝
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

し
、
ま
た
俸
承
の
記
事
Lι

考
古
皐
的
遺
物
か
ら
推
察
し
て
、
春
秋
、末
期
ご
ろ
か
ら
、
巴
萄
に
王
朝
の
存
在
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

2 

輩

叢
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華
陽
園
志
、
窃
王
本
紀
と
も
に
、
輩
叢
を
第
一
王
朝
の
始
祖
に
お
く
こ
と
同
様
で
あ
る
。
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こ
の
輩
叢
の
名
義
で
あ
る
が
、
軍
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
7
か
い
こ
」
で
あ
る
。
叢
は
叢
嗣
の
叢
で
あ
ろ
う
か
。

昔
者
虞
夏
商
周
三
代
之
聖
王
、
其
始
建
園
管
都
目
、
必
捧
園
之
正
壇
、
置
以
震
宗
廟
、
必
揮
木
之
儲
茂
者
以
矯
薮
位
、

⑮
 

と
あ
り
、
殺
の
字
は
叢
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
墨
子
開
詰
」
に
は

薮
興
叢
問
、
位
嘗
震
祉
字
之
誤
也
、
:
:
:
:
:
:
顔
師
古
田
、
叢
調
草
木
本
蔚
之
所
、
国
立
神
洞
、
即
此
所
調
揮
木
之
惰
茂
者
、
立
以
震
薮

杜
也
、
秦
策
恒
思
有
紳
叢
、
高
注
目
、
神
洞
叢
樹
也
、

と
あ
る
。
ま
た
か
つ
て
シ
ャ
パ
シ
ヌ
氏
は
、
「
古
代
中
園
に
お
け
る
土
地
神
」
の
中
で
、

「
土
地
紳
は
孤
立
し
た
木
で
は
な
く
て
、
紳
聖
な
森
で
あ
っ
た
。
」

⑭
 

と
述
べ
て
い
る
。
輩
叢
と
は
、
震
を
一
脚
格
化
し
た
も
の
で
、
い
か
に
も
萄
錦
の
園
の
始
組
に
ふ
さ
わ
し
い
名
稀
で
あ
る
。
四
川
省
で
は
現
在
で

も
、
山
ま
ゆ
が
む
ら
が
っ
て
木
に
さ
が
っ
て
い
る
と
の
事
で
あ
る
。

さ
て
華
陽
闘
志
に
よ
る
と
輩
叢
に
つ
い
て

「
墨
子
」
明
鬼
篇
に
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其
目
縦
、
始
稿
王
、
死
作
石
棺
石
棒
、
国
人
従
之
、
故
俗
以
石
棺
石
梓
魚
縦
白
人
家
也
、

と
あ
る
。
縦
目
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
楚
僻
招
魂
に
は
、

魂
今
蹄
来
、
君
無
上
天
些
、
虎
豹
九
閥
、
啄
害
下
人
些
、

と
あ
り
、
注
に

一
夫
九
首
、
抜
木
九
千
此
弓
狩
狼
従
目
往
来
佐
佐
些
、

狩
狼
之
獣
、
其
目
皆
従
、
作
縦
、
補
目
、
南
北
日
従
、

と
見
え
る
。
又
同
じ
く
楚
僻
大
招
に
、

魂
乎
無
西
、
西
方
流
沙
、
野
洋
洋
只
、
家
首
縦
目
、
被
髪
費
只
、

と
あ
っ
て
、

縦
一
作
従
、
補
回
、
南
北
日
縦
、



と
注
す
る
例
が
見
え
る
。
又
、
山
海
経
太
荒
北
経
に
は
、

西
北
海
之
外
、
赤
水
之
北
、
有
章
尾
山
、
有
紳
人
面
蛇
身
市
赤
、
直
目
正
棟
、
其
膜
乃
晦
、
其
覗
乃
明
、
不
食
不
寝
、
風
雨
是
謁
、
是
燭

、

九
陰
、
是
謂
燭
龍
。

な
る
一
文
あ
り
て
、
そ
の
注
に

直
目
目
従
也

と
す
る
。
こ
の
直
目
も
従
目
と
同
じ
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。
目
が
縦
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
恐
く
は
自
に
い
れ
ず
み
を
施
し
た

も
の
を
さ
す
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
風
俗
を
輩
叢
を
始
祖
紳
と
仰
ぐ
も
の
は
持
っ
て
い
た
こ
と
を
俸
与え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
石
棺
石
榔
を
縦
白
人
の
家
と
す
る
こ
と
を
考
え
定
見
た
い
。
こ
の
「
故
俗
以
石
棺
石
棒
魚
縦
白
人
家
也
」
と
い
う
華
陽
園
志
の
一
吉
田

い
方
か
ら
は
、
あ
る
特
定
の
石
棺
石
榔
を
さ
し
て
縦
白
人
の
家
之
し
た
の
で
は
な
く
、
普
通
に
見
ら
れ
る
石
棺
を
ば
縦
白
人
の
家
と
す
る
と
い
ノ

う
意
に
取
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
縦
白
人
と
い
う
の
も
、
特
定
の
個
人
で
な
く
、
輩
叢
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
一
つ
の
集
圏
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
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で
は
、

石
棺
石
榔
が
、

時
代
を
常
藤
が
華
陽
園
志
を
編
纂
し
た
菅
代
ま
で
下
げ
て
、

巴
局
の
地
に
存
し
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
行

き
た
い
。

⑮
⑮
 

概
し
て
言
え
ば
、
巴
萄
の
み
な
ら
ず
中
園
に
於
い
て
、
石
棺
石
織
の
存
在
は
稀
で
あ
る
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
「
考
古
屋
e

報
」
(
一
九
七
一
一
一
l
一一〉

に
載
せ
ら
れ
た
鴻
漢
膜
・
童
思
正
「
眠
江
上
溝
的
石
棺
葬
」
に
よ
る
と
、
眠
江
上
流
の
阿
唄
蔵
族
自
治
州
に
属
す
る
茂
豚
・
波
川
・
理
鯨
三
勝

の
領
域
か
ら
密
集
し
た
賦
態
で
、
・
石
棺
葬
が
護
見
さ
れ
た
と
い
う
。

此
の
領
域
は
さ
ら
に
限
定
す
る
と
、
西
は
理
鯨
蒲
渓
溝
ハ
今
藤
城
西
約
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
〉
、

鯨
附
近
ま
で
に
な
り
、
眠
、
江
・
雑
谷
脳
河
と
そ
の
い
く
つ
か
の
支
流
の
南
岸
に
限
定
さ
れ
る
。

此
の
地
域
に
石
棺
墓
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
鴻
漢
醸
が
一
九
三
八
年
八
月
J
十
月
に
か
け
て
の
調
査
で
明
ら
か
に
し
た
1
W
鄭

南
は
波
川
鯨
の
綿
履
(
奮
波
川
鯨
治
〉
、
北
は
茂

595 
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理
番
地
匿
の
石
棺
墓
を
紹
介
し
て
い
る
。

徳
坤
も
、

H，y
m
盟
主
叩
吋
O
旨
ザ
の
己
Z
2
0同
ロ
・
司
自
(
国
同
4

阻止
M
o
c
E曲目。同〉回同国昨日ロ

ω
Z門
出
町
田

w
H
E
?ー
吉
ロ
ろ
な
る
論
文
に
よ
っ
て
、

き
て
「
考
古
皐
報
」
の
鴻
氏
の
論
文
は
、
一
九
六
四
年
三
月
の
調
査
に
基
づ
い

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
調
査
で
は
二
十
九
座
の
遺
跡
が
護
掘
さ
れ
た
。
そ
の

中
の
二
十
三
座
が
理
鯨
醇
城
匡
子
達
砦
、
一
座
が
龍
抱
砦
と
、
二
十
九
座
中
の
八

十
%
に
あ
た
る
二
十
四
座
が
雑
谷
脳
河
の
子
流
孟
董
溝
流
域
に
集
中
し
て
い
る
。

残
り
の
五
座
は
波
川
勝
大
布
瓦
砦
に
二
座
、
羅
葡
砦
に
一
一
一
座
(
そ
の
中
の
一
座
は
、

一
九
三
八
年
脂
製
掘
の
も
の
〉
存
す
る
。

以
上
は
今
回
の
調
査
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
酵
城
以
西
の
蒲
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渓
砦
〈
こ
れ
は
ロ
・
。
・
。

z
z
g
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
た
。
〉
、
綿
屍
針
岸
の
河
坪
、
孟

董
溝
上
流
の
塔
思
唄
、
日
鉢
則
、
老
雅
砦
、
沙
家
砦
等
の
地
に
も
、
大
量
の
石
棺

墓
が
存
在
す
る
よ
し
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
石
棺
葬
か
ら
出
土
し
た
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

付
、
土
器
|
|
双
耳
曜
l
t
E式
。
車
耳
曜
、
高
頚
曜
、
箪
形
器
、
単
耳
杯
、

陶
碗
、
孟
杯
形
器
、
小
曜
、
紡
輪
、
泥
形
器
、

*
 

。
、
金
属
武
器
|
|
銅
剣
、
銅
柄
織
制
、
銅
文
、
銅
銀
、
識
斧
、
識
柔
、
鎮
万
、

織
鋸
片
、
鋼
連
珠
釦
、
銅
益
擁
座
、
銀
管
轄
、

各
こ
の
銅
柄
鱒
創
は
、
石
棺
葬
副
葬
品
の
中
で
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
銅
柄
の
部
分
は
、
こ
の
地
で
鋳
造
さ
れ

允
も
の
で
、
長
城
地
帯
か
ら
数
多
く
出
土
す
る
銅
柄
銭
創
と
柄
の
形
は
全
く
遣
っ
て
い
る
と
し
て
ト
る
。



律
、
飾
器
金
属
服
|
|
銅
担
、
銅
泡
飾
v

銅
帯
鈎
‘
銅
牌
飾
、
金
銀
頂
飾
、

回
、
銅
銭
|
|
学
南
鎌
一
一
一
一
一
枚
、
内
四
五
枚
は
文
帝
四
妹
牟
雨
、
残
り
は
呂
后
八
妹
牢
雨
、

伺
、
其
他
の
服
飾
品
|
|
琉
璃
珠
、
理
玉
珠
、
石
杯
、
野
猪
牙
、
骨
飾
(
こ
れ
は
工
具
か
も
知
れ
な
い
〉
、
腕
布
、

村
、
糧
食
作
物
|
|
粟
覆
属

(
F
E
2
2〉

次
こ
の
石
棺
葬
文
化
の
年
代
に
つ
い
て
、
鄭
徳
坤
氏
は
、
織
器
の
存
在
、
中
闘
の
他
の
地
域
の
出
土
遺
物
と
の
比
較
、
銅
鎮
の
出
土
と
言
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
遺
跡
の
時
代
主
紀
元
前
五
百
年
よ
り
紀
元
前
百
年
の
聞
と
み
た
が
、
鴻
氏
は
下
限
を
、
出
土
し
た
宇
南
鏡
か
ら
、
前
一
七

⑮
 

五
J
前
一
一
八
年
の
聞
と
し
、
そ
の
上
限
は
、
戦
闘
末
期
‘
秦
漢
の
際
と
、
非
常
に
巾
せ
ま
く
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
こ
の
石
棺
文
化
を
所
有
L
た
の
は
ど
の
民
族
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
に
わ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
遺

跡
の
埋
葬
紋
態
か
ら
見
て
、
二
次
葬
な
い
し
火
葬
の
風
習
も
見
ら
れ
る
こ
と
、
太
卒
御
費
四
夷
部
引
荘
子
、
呂
氏
春
秋
義
賞
篇
、
後
漢
書
西
南

夷
惇
舟
践
の
篠
な
ど
に
、
美
人
に
火
葬
(
焚
戸
〉
の
風
俗
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
か
な
り
莞
族
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
華
陽
園
志
に
縦
白
人
の
家
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
石
棺
石
榔
が
、
こ
の
眠
江
土
流
の
石
棺
文
化

、で
あ
っ
た
可
能
性
は
、
考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ご
と
を
推
測
さ
せ
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
西
漢
よ
り
菅
に
至
る
ま
で
、
意
陵

⑮
 

鯨
と
い
う
鯨
が
存
し
て
い
た
こ
と
が
、
地
理
志
か
ら
分
る
。
こ
の
鯨
は
昼
漠
替
に
あ
た
る
所
に
存
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
墨
漠
営
は
、

漏
氏
が
石
棺
石
榔
が
出
る
と
指
定
し
た
範
囲
よ
り
、
少
し
北
あ
た
り
、
百
円
の
生
れ
た
と
い
ラ
俸
の
あ
る
石
紐
(
漢
代
の
庚
柔
豚
)
よ
り
南
に
位
置

す
る
。
意
陵
と
い
う
名
は
、
輩
叢
の
陵
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
石
棺
葬
の
被
葬
者
を
、
輩
叢
と
彼
か
ら
始
る
、
私
が
こ
こ
に
第
一
王

朝
と
名
づ
け
た
王
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
石
棺
葬
を
後
世
輩
叢
と
結
び
つ
け
た
と
す
る
か
、
も
し
両
者
が
一
致
す
る

と
す
る
な
ら
、
第
一
王
朝
の
存
在
を
古
く
す
る
た
め
に
、
古
俸
設
中
の
整
理
中
に
、
時
代
を
逆
上
ら
せ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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相
濯
、
魚
亮
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輩
叢
の
次
は
柏
濯
ハ
萄
王
本
紀
に
は
柏
獲
)
、

札
記
」
(
聖
心
女
子
大
事
論
叢
三
十
四
集
)
に
燭
れ
た
よ
う
に
、
左
思
萄
都
賦
に

そ
の
次
は
魚
島
知
で
あ
る
。
柏
濯
に
つ
い
て
は
何
の
停
え
も
な
い
。

柏
は
か
つ
て
私
が
「
三
都
賦

松
柏
務
欝
於
山
峯

と
あ
っ
て
、
巴
萄
の
地
を
代
表
す
る
木
の
一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
論
語
八
借
に

と
あ
る
よ
う
に
、
祉
の
紳
種
と
も
な
る
樹
木
で
あ
る
。

京
公
聞
社
於
宰
我
、
宰
我
劃
日
、
夏
后
氏
以
松
、
股
人
以
柏
、
周
人
以
栗

柏
潅
(
滋
)
の
意
味
は
明
か
で
な
い
が
、

柏
樹
を
神
木
と
す
る
観
念
の
現
れ
と
も
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
相
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
カ
シ
ハ
L

で
な
く
「
ヒ
ノ
キ
」
科
の
木
で
あ
る
。

輩
叢
・
柏
濯
が
陸
地
に
関
係
が
深
い
の
に
封
し
、

魚
宛
王
国
於
満
山
、
忽
得
仙
道
、
萄
人
思
之
、
矯
立
洞
、

魚
島知
因
子
満
山
得
仙
、
今
廟
杷
之
子
揃
、

つ
、ぎ
の
魚
島
知
は
水
よ
と
因
縁
、が
あ
る
如
く
で
あ
る
。
魚
売
に
つ
い
て
は

(
華
陽
園
志
担
割
士
山
〉
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ハ
萄
王
本
紀
)

と
、
仙
人
に
な
っ
た
と
い
う
惇
読
を
持
っ
て
い
る
。
の
ち
に
こ
の
巴
萄
の
地
に
、
五
斗
米
道
が
生
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
基
盤
は
こ
う
い

う
話
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
つ
い
で
に
言
え
ば

王
喬
者
河
東
人
也
、
顕
宗
世
篤
葉
令
、
喬
有
紳
術
、
毎
月
朔
墓
、
常
自
鯨
詣
蓋
朝
、
帝
怪
其
来
数
而
不
見
車
騎
、
密
令
太
史
伺
墓
之
、
言

其
臨
至
靴
有
壁
鼻
、
従
東
南
飛
来
、
於
是
候
島
知
至
、
奉
羅
張
之
、
但
得
一
費
局
駕
云
々
(
後
漢
書
八
十
二
上
方
術
停
王
喬
侍
)

と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
売
は
仙
人
の
烏
と
な
っ
て
い
る
。
身
と
仙
人
は
こ
う
L
て
見
る
と
結
合
し
易
い
要
素
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

つ
ぎ
に
萄
王
本
紀
の
一
本
に
は
蒲
津
・
開
明
の
名
が
見
え
る
が
、
華
陽
園
志
で
は
、
蒲
津
は
杜
字
の
一
名
と
さ
れ
、
開
明
は
局
玉
木
紀
・
華

陽
園
志
と
も
に
、
秦
に
亡
さ
れ
た
第
二
王
朝
の
系
列
に
頻
出
す
る
名
で
あ
る
か
ら
、
恐

6
く
こ
の
二
つ
の
王
朝
が
混
観
し
て
、
こ
こ
に
ま
ぎ
れ

込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
濁
王
本
紀
に
は
、
四
一
頁
村
に
見
え
る
よ
う
に
、



是
時
人
萌
椎
警
左
在
、
不
境
文
字
、
来
有
薩
築

と
て
こ
の
時
代
の
風
習
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
正
史
西
南
夷
俸
に
共
通
に
見
ら
れ
る
表
現
方
法
で
、
こ
う
し
た
表
現
を
と
っ
た
の
は
正
史
西
南

夷
俸
の
影
響
の
下
に
作
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
内
容
か
ら
言
え
ば
、
萄
の
第
一
王
朝
は
、
こ
う
し
た
西
南
夷
的
要
素
を
盛
る
に
ふ
さ
わ
し

か
っ
た
文
化
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。

4 
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つ
ぎ
に
杜
字
で
あ
る
。
杜
字
は
華
陽
園
志
の
方
で
は
、

後
有
王
日
杜
字
、
数
民
務
農
、
一
一
蹴
杜
主
、
時
朱
提
有
梁
氏
女
利
遊
江
源
、
字
悦
之
、
納
以
震
妃
、
移
治
都
邑
、
或
治
壇
上
。

七
圏
構
王
、
杜
字
稽
宥
競
、
日
墓
帝
、
更
名
蒲
卑
、
自
以
功
徳
高
諸
王
、

-
j
i
--舎
有
水
災
、
其
相
開
明
、
決
玉
基
山
以
除
水
害
、
帝
途

委
以
政
事
、

司法
尭
舜
調
譲
之
義
、
途
稗
位
於
開
明
、
卒
升
西
山
隠
駕
、
時
適
二
月
、
子
鴎
鳥
鳴
、
故
萄
人
悲
子
鴎
鳥
鳴
也
、

数
、
市
力
農
務
、
迄
今
巴
萄
民
農
時
、
先
杷
社
主
君
(
硝
作
)
開
明
(
諸
諸
有
開
明
)
位
、
-

と
見
え
、
萄
王
本
紀
で
は
第
三
J
五
僚
に
関
連
の
記
事
が
あ
る
。

(四
一
頁
参
照
)

さ
て
杜
字
は
、
・杜
主
、
望
帝
、
薄
卑
な
ど
種
々
の
名
で
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
死
後
は
杜
鵠
鳥
と
な

っ
た
と
停
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
人
物
の
基
調

を
な
す
の
は
、
そ
の
農
業
神
的
性
格
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
い
た
華
陽
園
志
の
文
章
を
、
顧
慶
折
の
校
定
に
従
っ
て
讃
む
と
次
の
様
に
な
る
で
あ

巴
亦
化
其

- 55ー

ろ
う
。

お
よ

今
に
迄
ぶ
ま
で
、
巴
萄
の
民
、
農
時
に
は
、
先
ず
社
主
を
把
る
こ
と
、
開
明
の
ご
と
く
す
。

郎
ち
杜
主
は
開
明
と
並
び
、
農
業
紳
と
し
て
記
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
社
主
と
開
明
は
果
し
て
、
華
陽
園
志
や
萄
王
本
紀
に
言
う
如
く
、

杜
主
が
先
ず
農
業
紳
と
し
て
先
行
し
、
開
明
は
後
れ
て
き
た
も
の
と
断
定
し
う
る
か
否
か
問
題
は
あ
ろ
う
が
、
揚
地
に
ま
ず
土
着
の
農
業
紳
と

し
て
存
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
な
お
巴
の
み
ぜ
な
く
、
華
陽
園
志
よ
り
さ
ら
に
数
世
紀
お
く
れ
て
出
来
た
刑
楚
歳
時
記
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こ
ま
、

三
月
三
日
、
杜
鵠
初
め
て
鳴
く
、
田
家
之
を
候
と
す
。
此
の
鳥
、
重
夜
、
口
・
赤
く
、
天
に
上
り
て
恩
を
乞
ふ
、

な
ど
と
見
え
(
爾
雅
翼
引
〉
、
慶
く
長
江
流
域
に
お
い
て
、
農
事
を
告
げ
る
鳥
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
杜
字
の
別
名
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

蒲
卑
は
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
萄
王
本
紀
の
一
本
に
は
、
文
字
が
少
し
く
異
っ
て
い
る
が
、
別
の
濁
立
し
た
玉
名
と
も
さ
れ
て
い
る
。
か
つ

て
小
川
琢
治
博
士
は

「
杜
字
王
の
名
は
蒲
硝
叉
は
蒲
卑
と
な
っ
て
、
今
の
華
陽
園
志
に
見
え
て
居
る
が
、
文
還
の
萄
都
賦
劉
良
の
注
に
は
蒲
漂
と
な
っ
て
居
る
。
此
等
を
合
せ
考
へ

る
と
恐
ら
く
以
何
れ
も
誤
で
原
と
は
泉
の
字
で
あ
っ
た
の
が
、
卑
と
も
な
り
撃
と
も
な
っ
て
、
終
に
都
や
漂
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
序
に
注
意
し
て
置
く
。

(
支
那
歴
史
地
理
研
究
第
六
章
、
天
地
開
闘
及
洪
水
侍
読
頁
一
九
九
)

と
述
べ
、
そ
の
原
名
を
泉
と
さ
れ
た
。
小
川
博
士
は
泉
に
つ
い
て
は
何
等
説
明
を
さ
れ
て
い
な
い
が
。
蒲
が
水
草
で
あ
り
、
泉
が
漕
俸
の
意
で
あ

る
と
す
る
と
、
い
ず
れ
も
混
地
に
開
係
の
あ
る
言
葉
で
、
こ
の
よ
う
な
「
漂
地
を
農
地
化
し
た
紳
」
の
意
か
と
も
思
わ
れ
る
。
も
と
も
と
杜
字

と
は
別
の
紳
格
で
あ
っ
た
が
、
南
者
と
も
農
業
紳
的
性
格
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
一
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
レ
か
。

即
ち
眠
江
と
長
江
の
合
流
離
に
あ
た
る
有
梁
氏
の
女
利
が
、
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さ
て
こ
の
社
字
で
あ
る
が
、
華
陽
園
志
に
は
朱
提
(
四
川
省
宜
賓
豚
)
、

あ
る
か
ら
、
眠
江
を
逆
上
っ
て
来
た
の
を
迎
え
て
結
婚
し
た
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
萄
王
本
紀
で
は
前
引
四
一
頁
の
第
同
僚
に
見
え
る
ご
と
く
、
杜
字
は
天
か
ら
お
り
て
来
て
朱
提
に
止
っ
た
。
朱
提
に
は
女
子
で

江
源
と

利
と
い
う
も
の
が
レ
て
、
江
源
の
井
中
か
ら
出
て
杜
字
の
妻
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
萄
王
本
紀
伺
で
は
天
堕
〈
天
よ
り
お
っ
)
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
神
が
天
か
ら
降
り
ま
す
、
ー
ー
そ
の
よ
り
し
ろ
に
は
、
樹
木
、
石
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
ー
ー
と
い
う
開
租
停
設
の
類
型
に
入
る
。
こ

の
降
る
は
勿
論
、
降
嫁
の
意
味
で
は
な
い
。
そ
し
て
彼
は
井
中
よ
り
出
た
女
と
結
婚
す
る
。
井
中
或
は
洞
穴
中
よ
り
先
租
の
出
現
す
る
話
は
、

@
 

こ
の
地
方
に
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
を
私
は
か
つ
て
、論
じ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
筆
陽
園
志
よ
り
揚
雄
本
紀
の
方
が
、
も
と
の
形
を
残
し



て
い
る
よ
う
に
思
う
。
な
お
史
記
三
代
世
系
表
索
醸
の
濁
王
本
紀
に

朱
提
有
男
子
杜
宇

と
あ
る
の
は
、
ま
た
一
の
襲
型
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
話
は
萄
の
勢
力
が
眠
江
沿
い
に
下
っ
て
、
長
江
の
流
域
に
贋
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
ま
た
示
す
と
思
う
。
こ
う
し
て
、

。

東
方
の
巴
或
は
さ
ら
に
楚
と
の
関
係
も
生
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
長
江
を
湖
上
っ
た
屍
睦
館
霊
(
郎
ち
開
明
〉
と
の
出
舎
い
と
な
る

わ
け
で
あ
る
。

最
後
に
華
陽
園
志
・
萄
王
本
紀
と
も
、
杜
字
と
女
利
と
の
結
婚
後
、
都
が
判
明
に
移
っ
た
と
記
す
し
、
華
陽
園
志
で
は
さ
ら
に
「
或
治
塵
上
」

と
も
記
す
。
都
、
程
上
は
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
四
川
省
都
瞬
、
墜
流
鯨
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
成
都
の
西
北
、
西
南
に
あ
た
る
品
第
一
王
朝

の
中
心
地
は
し
だ
い
に
眠
江
を
下
っ
て
き
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
し
て
華
陽
園
志
に
杜
字
(
笠
帝
〉
の
時
代
の
治
政
範
圏
を
記
し
て
、

乃
以
褒
斜
(
侠
西
省
褒
城
・
廊
蘇
一
帯
〉
震
前
門
、
熊
耳
(
四
川
省
青
紳
麻
)
霊
闘
〈
四
川
省
高
血
山
鯨
?
)
震
後
戸
、
王
国
盟
(
四
川
省
滋
豚
〉
峨
眉

月
四
川
省
蛾
眉
〉
矯
城
郭
、
江
潜
綿
洛
矯
池
津
、
以
波
山
(
四
川
省
茂
勝
)
魚
畜
牧
、
南
中
(
長
江
の
南
、
雲
南
に
及
ぶ
〉
篤
園
苑
、

と
あ
る
の
は
、
南
中
と
い
う
語
が
三
園
以
前
に
使
わ
れ
ぬ
語
な
の
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
社
宇
時
代
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
認
め
に
く
い
が
、
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萄
の
地
域
に
あ
っ
て
は
、
先
ず
眠
江
流
域
に
南
北
に
渡
っ
て
そ
の
勢
力
圏
が
出
来
上
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。

!

む

す

び

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
巴
萄
の
地
は
南
北
に
流
れ
る
山
脈
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
る
。
眠
江
流
域
に
は
、
す
で
に
人
皇
の
こ
ろ
よ
り
、
園

家
が
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
緯
書
の
記
述
に
よ
っ
た
も
の
で
信
じ
が
た
い
。
そ
の
後
も
五
帝
三
代
に
闘
わ
る
時
代
の
記
述

側
、
加
上
の
原
理
に
よ
る
作
詩
の
跡
が
感
じ
ら
れ
る
。

は
、
周
の
武
王
の
牧
野
の
戟
を
除
い
て
、
寅
在
性
は
甚
だ
疑
わ
し
い
。
輩
叢
か
ら
始
る
第
一
王
朝
も
、
後
世
の
巴
萄
史
の
合
理
化
の
中
か
ら
、

し
か
し
、
こ
う
し
た
文
献
史
料
の
は
し
ば
し
に
、
巴
局
固
有
の
俸
承
を
か
い
ま
見
る
こ
と
も
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で
き
よ
う
。

稗
譲
に
よ
っ
て
生
じ
た
第
二
王
朝
か
ら
秦
の
巴
局
経
営
の
時
代
に
よ
る
考
察
、
ま
た
考
古
皐
的
遺
跡
・
遺
物
に
よ
る
こ
の
地
域
の
新
石
器
時

代
よ
り
金
属
時
代
へ
の
展
開
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
舎
に
述
べ
た
い
。

紳
田
正
雄
「
四
川
省
綜
覧
」

ら
を
参
考
と
し
た
。

④
拙
稿
「
華
陽
園
志
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
〈
聖
心
女
子
大
皐
論
叢
一
一
一
)

⑤
小
川
琢
治
「
上
古
地
誌
と
し
て
の
馬
貢
と
山
海
経
の
債
値
」
(
支
那
歴

史
地
理
研
究
所
枚
)

内
藤
虎
次
郎
「
爵
貫
製
作
の
年
代
」
(
研
幾
小
銭
所
枚
〉

@
小
島
結
馬
「
分
野
説
と
古
代
支
那
人
の
信
仰
」
(
古
代
支
那
研
究
所
枚
〉

⑦
楊
寛
「
中
関
上
古
史
導
論
」
(
古
史
排
第
七
冊
)

③
註
④
に
同
じ
@

⑨
史
記
夏
本
紀
。
馬
は
巡
守
し
て
舎
稽
に
い
た
り
、
死
ん
だ
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

⑮
森
安
之
助
「
係
高
原
始
」
(
黄
帝
侍
説
所
牧
)

⑪
岡
崎
精
郎
「
石
紐
林
と
百
円
の
誕
生
」
(
古
代
感
一
ノ
四
〉

⑫
森
二
樹
三
郎
「
中
園
古
代
の
神
話
」
(
大
雅
堂
一
九
四
四
〉

⑬
趨
記
檀
弓
「
天
子
之
滋
也
被
塗
龍
積
以
惇
」
の
疏
に
「
薮
叢
也
謂
用
木

幾
棺
而
四
面
塗
之
故
云
厳
塗
也
」
と
見
え
る
。

⑬
こ
の
貼
は
出
石
誠
彦
「
吐
を
中
心
と
し
て
見
た
る
枇
稜
考
」
(
支
那
紳

話
停
設
の
研
究
)
に
く
わ
し
い
。

⑬
駒
井
和
愛
中
国
考
古
皐
論
叢
に
「
墳
墓
の
研
究
」
と
し
て
ま
と
め
ら

註①
こ
の
こ
と
は
本
書
及
び
そ
の
基
と
な
っ
た
論
文
の
執
筆
時
期
か
ら
み
て

致
し
方
あ
る
ま
い
。
子
豪
亮
「
略
評
四
川
考
古
論
文
集
」
(
考
古
一
九

五
九
・
八
)
は
、
こ
の
書
の
書
評
で
あ
る
が
、
子
氏
が
「
こ
の
書
は
解
放

後
の
多
く
の
考
古
資
料
を
利
用
し
て
い
な
い
の
で
、
金
書
の
内
容
が
非
常

に
貧
弱
に
な
っ
た
の
は
、
惜
し
い
事
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
は
、
輸
相
酷
な
批

評
と
思
う
が
、
「
四
川
史
前
考
古
が
本
書
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
作

者
が
他
人
の
牧
集
し
た
極
め
て
不
完
全
の
材
料
に
よ
っ
て
い
る
の
で
、
遺

祉
に
刑
判
し
て
、
科
撃
的
な
箭
述
が
で
き
ず
、
こ
の
た
め
、
遺
祉
の
鋒
述
が

は
な
は
だ
簡
略
の
嫌
い
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
う
な
ず
け
る
。
な
お
作

銘
「
書
評
、
四
川
考
古
皐
論
文
集
鄭
徳
坤
著
」
(
考
古
遇
訊
、
一
九
五

七
・
五
〉
は
、
き
わ
め
て
簡
単
な
紹
介
で
あ
る
が
、
こ
の
文
中
に
も
「
お

し
い
こ
と
に
は
、
彼
は
す
で
に
護
表
さ
れ
た
解
放
後
出
土
の
大
量
の
考
古

材
料
を
利
用
す
る
機
舎
が
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。

②
拙
稿
「
後
漢
書
南
讃
侍
小
考
」
(
史
箇

m
M
〉

③
こ
の
節
の
記
述
に
は

ア
ジ
ア
歴
史
事
典
〈
卒
凡
祉
〉
「
四
川
省
」

リ
ヒ
ト
ホ

l
フ
ェ
ン
・
能
登
志
雄
課
「
西
南
支
那
」
(
岩
波
書
庖
一

九
四
三
)

東
亜
同
文
館
「
新
修
支
那
省
別
全
誌
l
四
川
省
」
一
九
四
)

3 

(
海
外
枇
一
九
=
一
六
〉
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れ
た
諸
論
考

⑮
文
献
の
上
で
は

秦
之
先
:
:
:
中
清
在
西
戎
、
保
西
霊
、
生
蜜
康
、
悲
康
生
惑
来
、
悪

来
有
力
、
蜜
廉
善
走
、
父
子
供
以
材
力
事
段
約
、
周
武
王
之
伐
叫問

弁
殺
窓
来
、
ー
是
時
蜜
廉
震
対
作
石
停
於
北
方
、
還
無
所
報
、
岳
同
壇
蓬

太
山
、
而
封
得
石
棺
、
銘
回
、
帝
命
虎
父
、
不
興
殻
鋭
、
賜
爾
石

棺
、
以
華
氏
死
、
途
葬
於
寝
太
山
、
(
史
記
五
秦
本
紀
〉

⑫
漏
漢
験
、
「
眠
江
上
激
的
石
棺
葬
文
化
L

(

成
都
工
商
導
報
一
九
五
一

年
五
月
二
十
日
〉
|
未
見

⑬
「
い
く
つ
か
の
墓
葬
中
出
土
の
土
器
は
大
慢
は
同
じ
で
あ
る
が
、
し
か

し
違
い
も
か
な
り
あ
る
。
た
と
え
ば
、
泥
杯
形
の
器
は
子
遼
脇
島
で
常
に
見

ら
れ
る
が
、
他
の
遺
祉
で
は
見
え
な
い
。
高
頚
維
は
、
震
掬
さ
れ
た
も
の

枚
集
さ
れ
た
も
の
を
包
括
し
て
、
わ
ず
か
に
難
葡
砦
に
し
か
見
え
な
い
。

葬
式
よ
も
亦
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
-
式
の
仰
身
直
肢
葬
は
薙
葡
砦
に
見

603 

え
る
だ
け
で
、
二
次
葬
及
び
火
葬
は
子
遼
砦
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
此

の
種
の
差
異
は
時
代
上
、
地
線
上
の
遠
か
ら
く
る
の
か
ど
う
か
は
、
サ
ン

プ
ル
の
不
足
で
、
現
在
推
知
し
に
く
い
。
各
地
の
墓
地
の
貸
さ
、
墓
と
墓

と
の
聞
に
叉
破
壊
、
歴
迫
等
の
現
象
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
時
間
上

に
先
後
が
あ
る
。
叉
墓
中
か
ら
全
く
石
器
が
出
て
こ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
言

っ
て
、
こ
の
墓
葬
の
上
限
の
年
代
は
そ
う
早
く
な
く
、
お
そ
ら
く
、
戦
園

末
期
と
秦
漢
の
際
で
あ
ろ
う
」
(
宮
崎
漢
鶴
、
考
古
屋

4

報
五
五
頁
)

⑬
「
八
十
里
至
窓
陵
豚
。
開
聞
寸
今
盤
渓
倍
、
調
剛
一、
震
陵
豚
西
漢
置
、

属
窃
郡
、
東
耳
目
後
援
、
盤
渓
管
在
松
潜
鹿
南
二
百
三
十
里
、
明
置
盤
渓
守

禦
千
戸
所
、
園
朝
改
鋳
晶
画
、
」
(
陳
登
龍
、
朱
錫
穀
補
注
萄
水
孜
〉

③
拙
稿
コ
ニ
都
賦
札
記
」
(
聖
心
女
子
大
皐
論
議
三
二
〉

@
亥
珂
「
中
園
古
代
紳
話
」
(
商
務
印
書
館
)
で
は
「
魚
島
知
が
は
じ
め
て

都
を
程
上
に
立
て
、
後
、
都
に
遜
っ
た
」
と
す
る
の
は
何
に
よ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

回



with

　

agricultural

　

production CmanagemenO if　it　isto　be　correctly

undeTｓtood.

　

The

　

development

　

of

　

commercialized

　

farming

　

and

　

the

differentiation

　

of the　peasantry　into　rich　peasants　and　poor peasants

created

　

the

　

opportunity

　

for

　

feudal

　

conditions

　

of

　

land tenure to give

way

　

to

　

modern conditions.In the l930's this possibility　was　hedged

by ａ number of di伍culties,a fact which constitutes the profound social

background to the Guomindang 國民黛road to modernization without

passing through ａ violent revolution.

The Reconstruction of the Ancient History of 6a 巴

and Shu 蜀　一一theLegendary Period

Nａｏｓａｄａ　Ｋａｎｏ

　　

The region of Ba 巴and　Shｕ蜀entered into the development of

history centering on the North　China Plain in the late fourth century

B. C. when it came under the control of. Qin秦. Consequently for

the purpose of reconstructing the ancient history of Ba-Shu before･that

point there is no alternative but to follow the fragmentary　notices

which occur in the　Shｕ-ｎｎｓ書経and the Ｚ回-ｚｈｕａｎ左傅or else the

Ｈｕａ-ﾀａｎｇｇｕｏ-ｚhi華陽國志which was compiled in the middle of the

fourth century　A. D. Otherwise one　must rely upon　archaeological

remains

　

and

　

artifacts. But　studies　in　this latter　area have not been

adequately pursued.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

　　

The region which forms the subject of this article is limited to the

eastern basin of Si-chuan 四川province, and the　Ｈｕａ-ｙａｎｇ　ｇｕｏ-ｚki'ｓ

entries for the legendary period of Ba-Shu history are　examined　with

the aid of the Shｕ-ｗａｎｇｂａ示蜀王本紀ascribed to Yang Xiong揚雄.

The author concludes that although most of the material in the　Ｈｕａ。

ｙａｎｇ　ｇｕｏ-ｚｈｉ　consistsof the fabrications of later periods, it includes

authentic traditions concerning this region｡
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